
加古川市成年後見制度利用支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者の成年後見制度の

利用を支援することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（支援の種類） 

第２条 この要綱に基づく支援は、次のとおりとする。 

（１）民法（明治２９年法律第８９号）第７条の後見開始の審判、同法第１１条の保佐開始の

審判、同法第１３条第２項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判、同法第８７

６条の４第１項に規定する保佐人に代理権を付与する審判、同法第１５条第１項の補助開

始の審判、同法第１７条第１項に規定する補助人に同意権を付与する審判及び同法第８７

６条の９第１項に規定する補助人に代理権を付与する審判の申立て（以下「申立て」とい

う。） 

（２）申立て並びに裁判所が判断能力の有無及び程度について判断するための鑑定に必要な手

数料、登記印紙代等の申立てに要する費用(以下「申立てに要する費用」という。)の助成 

（３）成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用の

助成 

（申立て） 

第３条 申立ては、市長が、老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)第３２条、知的障害者福祉

法（昭和３５年法律第３７号）第２８条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２

５年法律第１２３号)第５１条の１１の２の規定に基づき、各規定に定める者について、その福

祉を図るため特に必要があると認めるときに行うものとする。 

第４条 削除 

（申立ての対象者） 

第５条 申立ての対象者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、配偶者若しくは２親等以内の

親族（以下「配偶者等」という。）がいない者、配偶者等による虐待の事実がある者又は配偶者

等が申立てを行う意思がない等の理由により配偶者等による申立てが期待できない者で、市長

が本人の保護のために申立てを行うことを必要と認めるものとする。 



（１）住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により本市に住所を記録している者 

（２）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１３条に規定する住所地特例対象施設に入所又

は入所中の本市の被保険者 

（３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第１９条に規定する介護給付費等又は第５１条の５に規定する地域相談支援給付費等の

支給決定を本市が行っている者 

（４）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１９条の規定により生活保護の受給決定を受

けている者（生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について（昭和 29年５月８日社

発第 382 号厚生省社会局長通知）に基づく生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国

人に係る生活保護の措置を受けている者を含む。）で構成されている世帯に属する者（以下「生

活保護受給者」という。）であり、本市が保護を決定し、かつ、実施した者 

（５）老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１１条第１項の規定により、本市が老人ホー

ムへの入所措置を行った者 

（６）前各号に掲げる者のほか市長が必要と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、申立てを行おうとする３親等又は４親等の親族の存在が明らかで

ある者は、申立ての対象者としない。 

（申立て費用の負担） 

第６条 申立て対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、申立てに要する費用は、市の負

担とする。 

（１）申立てに要する費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者 

（２）生活保護受給者 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ支出し、申立て

により選任された成年後見人等に当該費用を請求するものとする。 

（成年後見人等の報酬の助成） 

第７条 成年後見人等の報酬に要する費用の助成を受けることができる者は、民法に規定する成

年被後見人、被保佐人若しくは被補助人（以下「被後見人等」という。）又は成年後見人等で、

原則として市内に居住しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他

市町村で現に同様の助成を受けている者は除く。 



（１）成年後見人等の報酬に要する費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状

況にある者 

（２）生活保護受給者 

２ 前項の助成内容は、成年後見人等の業務開始後に必要な報酬に要する費用とする。ただし、

助成額は、予算に定める額を上限とし、次の各号に定める額のうちいずれか低い方の額とする。 

（１）家事事件手続法(平成２３年法律第５１号）別表第１第１３項、第３１項又は第５０項に規

定する報酬付与の審判（以下「報酬付与の審判」という。）により家庭裁判所が決定した報酬

の額から、被後見人等が負担できると市長が認めた額を控除した額 

（２）報酬付与の審判の際に成年後見人等が業務に従事したと認定された期間のうち、１月当た

りの金額について、月の初日に被後見人等の居所が在宅である月にあっては２８，０００円、

月の初日に被後見人等が施設等へ入所中の月にあっては１８，０００円を上限として計算し

た額。ただし、成年後見人等の就職日及び任務終了日が月の途中であった場合は日割計算に

より計算した額（１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額） 

（助成の申請） 

第８条 前条の助成を受けようとする者は、成年後見人等の報酬助成申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

（１）財産目録の写し 

（２）収支目録の写し 

（３）成年後見人等が申請する場合、登記事項証明書 

（助成の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ速やかに助成の

可否を決定し、成年後見人等の報酬助成決定（却下）通知書（様式第２号）により当該申請者

に通知するものとする。 

（助成金の申請） 

第１０条 前条の規定により助成の決定を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、成

年後見人等の報酬助成金交付申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請する

ものとする。 

（１）報酬助成決定通知書 



（２）財産目録の写し 

（３）収支目録の写し 

（４）報酬付与の審判決定書の写し 

（５）成年後見人等が申請する場合、登記事項証明書 

２ 前項に定める助成金申請は、報酬付与の審判により裁判所が報酬額を決定した日から２か月以

内に申請をするものとする。 

（助成金の交付決定） 

第１１条 市長は、前条に定める交付申請があったときは、関係書類を審査の上、速やかに助成

金の額を決定し、成年後見人等の報酬助成金交付決定通知書(様式第４号)により、当該申請者

に通知するものとする。 

（助成金の請求及び交付） 

第１２条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、成年後見人等の報酬助成金請求書

（様式第５号）により助成金を市長に請求するものとする。 

２  市長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに当該請求者に対し助成金を交付する

ものとする。 

（助成金の返還） 

第１３条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対し

て、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（加古川市成年後見審判申立審査会） 

第１４条 申立ての適否を審査するため、加古川市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」とい

う。)を設置する。 

２ 審査会の委員は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）福祉部次長 

（２）高齢者・地域福祉課長 

（３）生活福祉課長 

（４）障がい者支援課長 

（５）介護保険課長 

３ 審査会の会長は、福祉部次長をもって充てる。 



４ 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。 

５ 会長に事故あるときは、高齢者・地域福祉課長がその職務を行う。 

（審査会の議事） 

第１５条 審査会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

４ 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことがで

きる。 

５ 審査に当たっては、対象者及び主治医その他の専門家の意見を聴くものとする。 

（庶務） 

第１６条 審査会の庶務は、高齢者・地域福祉課において処理する。 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附  則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

    附  則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

    附  則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

    附  則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

    附  則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

    附  則 

この要綱は、平成２０年２月１５日から施行する。 

    附  則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

    附  則 



この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

    附  則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附  則 

この要綱は、平成２４年１１月１日から施行する。 

  附  則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附  則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附  則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附  則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



様式第１号（第８条関係）  
成年後見人等の報酬助成申請書  

年  月  日   
 加古川市長  様  

【申請者（成年後見人等または成年被後見人等）】  
住 所                
氏 名                 

 加古川市成年後見制度利用支援事業実施要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり成年後

見人等の報酬に対する助成を申請します。  
記  

１ 成年被後見（被保佐・被補助）人 
   住 所 
   氏 名 
２ 成年後見（保佐・補助）人 
   住 所 
   氏 名 
３ 添付書類 
   (１) 財産目録の写し 

   (２) 収支目録の写し 

   (３) 登記事項証明書（成年後見人等が申請する場合）



様式第２号（第９条関係） 

  第     号 
  年  月  日  

         様  
                      加古川市長          

成年後見人等の報酬助成決定（却下）通知書  
     年  月  日付で申請のあった加古川市成年後見制度利用支援事業実施要綱第８

条の規定に基づく成年後見人等の報酬に対する助成について、下記のとおり決定（却下）しまし

たので通知します。  
記  

１ 助成を決定します 
 (１) 成年被後見（被保佐・被補助）人 

     住 所 ： 

     氏 名 ： 

 (２) 成年後見（保佐・補助）人 

     住 所 ： 

     氏 名 ： 

 (３) 助成金の額は、報酬付与の審判後に行う交付申請に基づき決定する。 

 (４) 成年被後見人等の資産状況、生活状況等に変化があった場合は、速やかに報告を行うこ

と。 

２ 申請を却下します 
 (１) 却下の理由



様式第３号(第１０条関係) 

                                 年   月   日 

 

成年後見人等の報酬助成金交付申請書 

                                                   

 加 古 川 市 長  様 

 

【申請者（成年後見人等または成年被後見人等）】 
住 所                
氏 名                

 

加古川市成年後見制度利用支援事業実施要綱第１０条の規定に基づき、下記のとお

り関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 助成対象額 

                                                円 

２ 助成交付申請額 

                                                円 

３ 添付書類 

   (１ )  報酬助成決定通知書の写し 
(２ )  財産目録の写し 

   (３ )  収支目録の写し 

   (４ )  報酬付与の審判決定書の写し 
   (５ )  成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書 



様式第４号（第１１条関係） 

                                                                第       号 

    年  月  日 

 

成年後見人等の報酬助成金交付決定通知書 

 

                             様 

 

                                            加古川市長                 印 

 

 

        年   月   日付けで申請のあった加古川市成年後見制度利用支援事業実

施要綱第１０条の規定に基づく成年後見人等の報酬助成金については、下記のとおり

決定しましたので、同要綱第１１条の規定により通知します。 

 

記  
  助成金交付決定額                        円  
        
 (注)  偽りその他不正の手段により助成金を受けたときは、その助成金の全部又は

一部の返還を命ずることがあります。 



様式第５号（第１２条関係）  
成年後見人等の報酬助成金請求書  

年  月  日   
 加古川市長  様  

【申請者（成年後見人等または成年被後見人等）】 
住 所                
氏 名               

     年  月  日付で交付決定のあった成年後見人等の報酬等に対する助成

金について、加古川市成年後見制度利用支援事業実施要綱第１２条の規定により、下

記のとおり請求します。  
記  

 （請求金額） 金              円也 
 

振替先 

金融機関             

預金種別    口座番号 

口座名義人 

 


